
別紙１－１ 事前照会の趣旨 

 

 

 合資会社である当社（以下「当社」といいます。）は、時価による純資産価額がマイナス（以下「債

務超過」といいます。）の状態にあるところ、当社の無限責任社員甲が有限責任社員になり、同時に、

有限責任社員乙が無限責任社員になる場合の課税関係は次のとおりとなると解して差し支えないか、

ご照会いたします。 

① 会社法第５８３条第３項の規定により、無限責任社員甲が有限責任社員になった場合には、原則

として、甲に対し贈与税及び所得税の課税は生じない。 

② 上記①の場合において、会社法第５８３条第４項の規定により、社員変更登記後２年を経過した

時に甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任が消滅するが、社員変更登記後２年

を経過した時に当社が債務超過の状態の場合には、相続税法第９条の規定により、甲の有する当社

に係る無限責任社員としての債務弁済責任の消滅の利益について、甲に対し贈与税の課税が生じる。 



別紙１－２ 事前照会に係る取引等の事実関係 

 

 

１ 当社は、無限責任社員１名と有限責任社員１名で構成されており、無限責任社員は甲、有限責任

社員は乙で、甲は乙の実父です。 

 このたび、当社は、世代交代に伴い代表社員が交代いたします。 

 社員２名の合資会社のまま代表権を移行するには、無限責任社員と有限責任社員が１名以上必要

であるため、既存社員の責任を交代することで代表権を移行させたいと考えています。 

 

２ 当社は、責任交代時において、債務超過の状態にあり、甲に対する当社の債権者からの請求又は

請求の予告はありません。 

 

３ 社員変更登記後２年を経過した時においても、当社は債務超過の状態が継続しており、社員変更

登記後２年以内の間に、甲及び乙による当社の債務の弁済はなく、また、甲に対する当社の債権者

からの請求又は請求の予告はないものといたします。 

 



別紙１－３ 事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 

 

 

１ 無限責任社員甲が有限責任社員となったときの課税関係 

  会社法第５８０条第１項に規定する無限責任社員の責任は、持分会社（合名会社、合資会社又は

合同会社）が会社財産による債務の完済不能な場合に、当該持分会社の債務を他の無限責任社員と

連携して、債権者に対して負う責任とされています。 

  この債務弁済責任は、同法第５８３条第３項及び第４項の規定に基づき、無限責任社員が有限責

任社員となったとしても、なお、社員変更登記後２年間は従前と同じ無限責任社員としての責任を

負うこととされています。 

  したがって、無限責任社員甲が有限責任社員となったとしても、その時点で甲の従前の無限責任

社員としての責任である当社に係る債務弁済責任が消滅したとはいえないことから、原則として甲

に対し債務の引受け等による利益を受けたとしての贈与税及び所得税の課税関係は生じないもの

と考えます。 

 

２ 社員変更登記後２年を経過したときの甲の課税関係 

  会社法第５８３条第４項の規定によれば、有限責任社員となった甲が負っている従前の無限責任

社員としての責任は、社員変更登記後２年以内に請求又は請求の予告をしない当社の債権者に対し

ては、社員変更登記後２年を経過した時に消滅します。このことから、この時点で当社が債務超過

の状態の場合には、甲は債務を弁済する責任を負わないとする経済的利益を受けることになること

から、甲に対し所得税の課税が生じることとなると考えます。 

  ただし、その経済的利益は、甲が他の無限責任社員である乙から与えられた利益である個人間の

贈与であると認められるときには、相続税法第９条に規定するみなし贈与の課税が生じることとな

るものと考えます。 

  甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任は社員変更登記後２年を経過した時

に会社法第５８３条第４項の規定に基づき法的に消滅するものですが、合資会社は、無限責任社員

と有限責任社員とをもって組織され、無限責任社員は、合名会社の社員と同じく会社債務につき各

社員相互間で連帯して無限の責任を負うもので、社員相互間の人的信頼関係を基礎とする会社であ

り、また、甲が無限責任社員から有限責任社員に変更するに当たって、合資会社として存続するた

め、乙が有限責任社員から無限責任社員に変更する必要が生じ、そのため社員間の合意に基づき社

員変更登記をし、その結果、甲の有する当社に係る無限責任社員としての債務弁済責任が消滅する

一方、他の無限責任社員である乙は当社に係る債務について無限責任社員としての債務弁済責任を

負うことになることからしますと、甲の債務弁済責任の消滅は、乙から与えられた利益（債務の減

少）と考えられますことから、甲に対し相続税法第９条に規定するみなし贈与の課税が生じること

となると考えます。 

   


